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船舶事故調査報告書 

 

 

    船種船名 漁業取締船 はやぶさ 

    船舶番号 １３１８００ 

    総トン数 ６６トン 

 

    事故種類 乗揚 

    発生日時 平成２１年３月１７日 １５時５９分ごろ 

発生場所 山口県下関市角島東岸沖の海士ヶ瀬戸 

          角島灯台から真方位０９２°３,７００ｍ付近 

          （概位 北緯３４°２１.１′ 東経１３０°５２.８′） 

 

 

                        平成２１年８月６日 

                運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                   委   員  山 本 哲 也 

                   委   員  根 本 美 奈 
 
 

１ 船舶事故調査の経過 
 

１.１ 船舶事故の概要 

 漁業取締船はやぶさは、船長ほか５人が乗り組み、山口県下関市角
つの

島
しま

東岸沖の

海士ヶ瀬戸
あ ま が せ と

を南進中、平成２１年３月１７日１５時５９分ごろ同瀬戸中央部の浅瀬に

乗り揚げた。 

 同船は、プロペラに損傷を生じたが、死傷者はいなかった。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

1.2.1 調査組織 

運輸安全委員会は、平成２１年４月９日、本事故の調査を担当する主管調査官

（門司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 
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1.2.2 調査の実施時期 

平成２１年４月２４日、５月１１日、２２日、２６日、５月２８日、６月９日、

１１日 口述聴取 

 

1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 
 

２.１ 事故の経過 

 本事故が発生するまでの経過は、はやぶさ（以下「本船」という。）の船長及び二

等航海士の口述によれば、次のとおりであった。 

 本船は、平成２１年３月１６日１４時５９分ごろ、船長ほか５人が乗り組み、通常

補修整備工事及び右舷側プロペラの修繕工事のため、山口県下関市下関漁港の造船所

に向けて鳥取県境港市境港を出港した。 

 出港に先立ち、本船は、通常、２機２軸の推進装置によって速力約２６ノット

（kn）（対地速力、以下同じ。）で航走するところ、右舷側プロペラを損傷していた

ので、左舷側の推進装置のみを使用して約１０knの速力で航走し、造船所までの所要

時間を約１６時間と計画していた。 

 出港後、本船は、美保湾を出て日本海を西進中、海上が時化模様であったので、予

定を変更していったん錨泊することとし、１９時２４分ごろ島根県日御碕
ひのみさき

沖付近で、

針路を東方に反転し、２０時５３分ごろ同県十六島湾
うっぷるいわん

に錨泊した。 

 翌１７日０６時０９分ごろ船長は、十六島湾を出発したところ、依然としてうねり

が大きかったので、海図に記入してあった予定針路より陸岸に接近して航行し、午前

中、乗組員に交替で約１時間の休息を取らせ、自らも１１時００分～１２時００分ご

ろまで休息を取り、休息時間以外は、操舵室に横方向で設置されているいすに腰を掛

け、操船の指揮に当たった。 

 船長は、午後、山口県川尻
かわしり

岬南西方のムナカタ瀬付近を航行しているとき、予定し

ていた角島の外側を通る針路上の前方に漁船が多数いたことと、到着予定時刻が１８

時３０分ごろで、日没もほぼ同時刻となることから、多少でも造船所までの所要時間

を短縮したいと思い、角島と本州本島間の海士ヶ瀬戸を通航することとした。 

船長は、これまで同瀬戸を通航した経験はなかったが、以前の同僚から、自船とほ

ぼ同じ大きさの船舶での通航の経験を聞いていたので、支障なく同瀬戸を通航できる

ものと思い、備えていた海図（Ｗ２０１倉
くら

良
ら

瀬戸至角島）を見ることなく、航行した。
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なお、水路誌は備えていなかった。 

本船は、二等航海士を手動操舵に当たらせ航行中、１５時４０分ごろ油谷
ゆ や

港俵
たわら

島

灯台から３０３°（真方位、以下同じ。）１.６海里（Ｍ）付近で、針路を約 

２０５°として角島東端に向首した。その後、海士ヶ瀬戸に接近するに従い、二等航

海士に指示し角島大橋の橋脚を船首目標約２０１°の針路とし、約１２knの速力で、

同瀬戸中央部に向かって航行した。 

 本船は、角島大橋の約４００ｍ手前で、慎重に海士ヶ瀬戸を通航するつもりで速力

を約５knに減じ、同橋を通過後に前方の漁船を避けるため左に舵をとり、まもなく元

の針路に戻した。その後、海士ヶ瀬戸北灯浮標（以下「北灯浮標」という。）及び海

士ヶ瀬戸南灯浮標（以下「南灯浮標」という。）を左舷側に見て通航すれば無難に海

士ヶ瀬戸を通過できると思い、両灯浮標を左舷に見る態勢で続航中、乗り揚がる直前

に横を見たところ海底が見え、１５時５９分ごろ角島灯台から０９２°３,７００ｍ

付近において、浅瀬に乗り揚げ、そのまま乗り切った。 

本船は、船尾からの衝撃で乗り揚げに気付き、直ちに一等機関士が主機関を停止し、

船長が船内時計を見るとともに、ＧＰＳによる船位を確認して記録し、付近に投錨し

て事後の措置に当たった。 

 

本事故の発生日時は、平成２１年３月１７日１５時５９分ごろで、発生場所は、角

島灯台から０９２°３,７００ｍ付近であった。 

（付図１ 推定航行経路図 参照) 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

 死傷者はいなかった。 

 

２.３ 船舶等の損傷に関する情報 

 船長の口述によれば、本船は、機関士による潜水調査や、船体・機関の状況確認を

行った結果、両プロペラの翼先端部に損傷を生じたが、左舷側の推進装置による低速

での自力航行が可能な状況であったので、電話連絡により関係機関に通報した後、 

１７時１７分ごろ、抜錨して下関に向かった。 

造船所のプロペラ検査成績表及び損傷図並びに損傷写真によれば、両舷プロペラの

翼先端部に、欠損及び亀裂等の損傷を生じた。 

（写真１ 両舷プロペラ損傷写真 参照） 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

  (1) 性別、年齢、海技免状 
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    船長  男性 ４４歳 

     三級海技士（航海） 

      免 許 年 月 日 昭和６０年６月４日 

      免状交付年月日 平成１９年８月６日 

              （平成２２年６月３日まで有効） 

  (2) 船長の主な乗船履歴等 

   ① 主な乗船履歴 

     船長の口述によれば、次のとおりである。 

     昭和６０年、国際航海に従事する冷凍貨物船に三等航海士として乗船し、

１年間で下船していったん陸上の職業を経験した後、内航フェリーの航海

士としての乗船勤務を経て、平成６年鳥取県の職員として採用され、水産

試験場の調査船に航海士として乗船した。その後、平成１８年４月本船に

一等航海士として乗船し、平成２０年４月船長に昇進した。 

   ② 健康状態 

     船長の口述によれば、本事故時の健康状態は良好であった。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

2.5.1 船舶の主要目 

  船 舶 番 号  １３１８００ 

  船 籍 港  鳥取県鳥取市 

  船舶所有者  鳥取県 

  総 ト ン 数  ６６トン 

  Ｌ×Ｂ×Ｄ  ３０.２０ｍ×５.８０ｍ×３.０５ｍ 

  船   質  アルミニウム合金 

  機   関  ディーゼル機関２基 

  出   力  １,４９８kＷ／基 合計２,９９６kＷ（連続最大） 

  推 進 器  ３翼固定ピッチプロペラ２個 

  進水年月日  平成１５年１月１４日 

 

2.5.2 積載状態 

船長の口述によれば、境港出港時、船首喫水１.４８ｍ、船尾喫水１.８８ｍで 

あった。 

 

2.5.3 その他の設備及び性能等 

船長及び二等航海士の口述によれば、次のとおりである。 
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本船は、船体中央から少し前方に操舵室があって、同室中央部に操舵スタンド、

その右舷側に機関操縦盤と２号レーダー、左舷側に１号レーダー、同室前部上方の

両舷に壁付きのＧＰＳ各１台がそれぞれ装備されており、自動操舵装置は装備され

ていなかった。 

操舵室中央部にいすが横方向に５脚設置され、操舵員を含み、乗組員がいすに腰

を掛けて運航に従事するようになっており、いすに腰を掛けた体勢で前方の見通し

は確保されていた。 

１号レーダーは、ＧＰＳプロッターとしても使用でき、本事故時にレーダー映像

とＧＰＳプロッターの映像を重ねて使用していた。ＧＰＳプロッターは、海岸線 

ＲＯＭカードで、海岸線と、１０ｍ以上の等深線とが表示され、１０ｍ未満の等深

線は表示できなかった。 

本事故時、左舷側推進装置のみを使用し、当て舵を左舵５°として航行していた

が、舵効や旋回性能は航行に支障のない状態で、５knに減速したときも、同じ状況

であった。 

各航海機器類及び船体には、右舷側のプロペラを除き、不具合はなかった。 

 

２.６ 気象及び海象に関する情報 

2.6.1 気象観測値 

  事故現場の東北東方約８.８Ｍに位置する油谷地域気象観測所の事故当日１６時

００分の観測値は、降水はなく、風速２.９m/sの西北西風が吹き、気温は 

１９.３℃であった。 

 

2.6.2 乗組員の観測 

  船長の口述によれば、事故現場付近の当時の気象は、天気は曇りで、南西の風、

風速約４m/s、波はほとんどなく、視界は良好であった。 

 

2.6.3 潮汐表による潮位 

  海上保安庁刊行の潮汐表によれば、本事故発生地点の最寄りの港湾である油谷港

における事故当日の潮汐は、１６時２８分ごろがほぼ低潮時で、事故発生時刻ごろ

の潮高は、約２㎝であった。 

 

 2.6.4 下関の日没時刻 

  海上保安庁刊行の天測歴によれば、平成２１年３月１７日の下関の日没時刻は、

１８時２６分ごろであった。 
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２.７ 事故水域等に関する情報 

2.7.1 海図による情報 

海上保安庁刊行の海図Ｗ１１５（油谷港付近）によれば、山口県角島と本州本島

間に、長さ約１,７００ｍの角島大橋が架けられており、角島東岸から約７００ｍ

沖の同橋南側に楕円形の鳩
はと

島
しま

があって、角島と鳩島間の水路を海士ヶ瀬戸と称して

いる。 

付近海域の状況は、角島東岸から約４００ｍ沖の角島大橋南側約１６０ｍのとこ

ろに北灯浮標が、その南方約３００ｍのところに南灯浮標がそれぞれ設置されてい

て、両灯浮標東側の鳩島周辺に浅海域があり、両灯浮標西側には、水深２ｍ未満の

水域が幅約１２０ｍで、角島南東端から南灯浮標方向に約４００ｍ伸びていて、両

灯浮標を結ぶ線と水深２ｍ未満の水域東端との距離は、約７０ｍである。 

水深２ｍ未満の水域内の、海士ヶ瀬戸中央部に当たる、南灯浮標から約２００ｍ

北西方に、水深０.９ｍの浅瀬（以下「海士ヶ瀬岩礁」という。）が存在している。 

北灯浮標及び南灯浮標は、いずれも左舷標識であって、海士ヶ瀬戸の水源は同瀬

戸南口側と定められていることから、南進する船舶は、両灯浮標を左舷側に見て航

行することになる。 

（付図２ 海士ヶ瀬戸概略図 参照） 

 

2.7.2 水路誌による情報 

  海上保安庁刊行の本州北西岸水路誌によれば、海士ヶ瀬戸は、小型船以外の船舶

は通航できないと記述されている。 

 

 

３ 分 析 
 
３.１ 事故発生の状況 

3.1.1 事故発生に至る経過 

  ２.１及び２.７から、次のとおりであったものと考えられる。 

本船は、平成２１年３月１７日１５時４０分ごろ、油谷港俵島灯台から３０３°

１.６Ｍ付近で、針路を約２０５°として海士ヶ瀬戸に向かい、約２０１°の針路

及び約１２knの速力で、海士ヶ瀬戸中央部に向かって航行し、角島大橋の約４００

ｍ手前で速力を約５knに減じ、北灯浮標及び南灯浮標を左舷側に見て通航する態勢

で、同瀬戸中央部の海士ヶ瀬岩礁の存在に気付かず、同岩礁に向け航行して乗り揚

げた。 
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 3.1.2 乗揚の状況 

２.１から、１５時５９分ごろ、速力約５knで、角島灯台から０９２°３,７００

ｍ付近の海士ヶ瀬岩礁に乗り揚げたものと考えられる。 

 

３.２ 事故要因の解析 

 3.2.1 乗組員及び船舶の状況 

   (1) 乗組員の状況 

   ２.４から、船長は、適法で有効な海技免状を有していた。 

   (2) 船舶の状況 

     ２.１及び2.5.3から、右舷側のプロペラを除き、船体及び機器類には不具

合はなく、左舷側推進装置のみ使用し、当て舵を左舵５°として航行して

いたものの、操船に支障はなかったものと考えられる。 

 

 3.2.2 操船の状況 

  ２.１から、船長は、海士ヶ瀬戸を支障なく通航できると判断し、適切な水路調

査を行わなかったので、海士ヶ瀬岩礁の存在に気付かず、同岩礁に向けて航行中、

船尾からの衝撃を感じ主機関を停止したものと考えられる。 

 

3.2.3 気象及び海象の状況 

２.６から、事故当時の気象及び海象の状況は、天気は曇り、南西の風、風力３、

潮汐はほぼ低潮時、潮高約２㎝であったものと考えられる。 

 

3.2.4 事故発生に関する解析 

  ２.１及び２.７より、次のとおりであった。 

   (1) 船長は、以前、同僚から自船とほぼ同じ大きさの船舶で海士ヶ瀬戸を通航

したことを聞いていたので本船も支障なく通航できると判断したものと考

えられる。 

   (2) 船長は、海士ヶ瀬戸を通航することとしたとき、備え付けていた海図によ

り浅瀬の存在や可航幅を確認するなど、適切な水路調査を行わなかったこ

とから、海士ヶ瀬岩礁の存在に気付かなかったものと考えられる。 

   (3) 船長は、海士ヶ瀬戸を通る針路を選定した際、同瀬戸は北、南両灯浮標を

結ぶ線から水深２ｍ未満の水域まで約７０ｍあり、通航は可能であったこ

とから、海図を精査して浅瀬の存在や可航幅を確認することで、本事故の

発生が防止できた可能性があると考えられる。 
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４ 原 因 
 

本事故は、本船が、山口県下関市下関漁港に向かう際、同県下関市角島東側の海士ヶ

瀬戸を通航する針路を選定して南進中、海士ヶ瀬岩礁の存在に気付かなかったため、

同岩礁に向け航行して乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

本船が海士ヶ瀬岩礁の存在に気付かなかったのは、船長が、適切な水路調査を行わ

なかったことによるものと考えられる。 
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付図１ 推定航行経路図 

乗揚場所 
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付図２ 海士ヶ瀬戸概略図 
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写真１ 両舷プロペラ損傷写真 

 

      （１） 左舷プロペラ 

 

 

 

 

 

 

 

 

      （２） 右舷プロペラ 

 




